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新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業

※がん検診受診率向上施策ハンドブック（厚生労働省）より

（受診勧奨の効果の事例）

がんの早期発見・がんによる死亡者の減少

事業の概要

１．個別の受診勧奨・再勧奨

子宮頸がん、乳がん、胃がん、肺がん、大腸がん検診について、郵送や電話などによる
個別の受診勧奨・ 再勧奨を行う（注）とともに、かかりつけ医を通じた個別の受診勧奨・
再勧奨にも取り組む。

２．子宮頸がん検診・乳がん検診のクーポン券などの配布

子宮頸がん検診・乳がん検診の初年度の受診対象者（子宮頸がん検診：20歳、乳がん
検診：40歳）に対して、クーポン券と検診手帳を配付する。

３．精密検査未受診者に対する受診再勧奨

子宮頸がん、乳がん、胃がん、肺がん、大腸がん検診の精密検査未受診者に対して、
郵送や電話などによる個別の受診再勧奨を行う。

実施主体：市区町村 補助率：1/2

注）個別受診勧奨・再勧奨の対象
子宮頸がん検診：20～69歳の女性
乳がん検診：40～69歳の女性
胃がん検診：50～69歳の男女（胃部エックス線検査は40歳以上も可）
肺がん検診：40～69歳の男女
大腸がん検診：40～69歳の男女

がん検診受診率向上に効果の大きい個別の受診勧奨・再勧奨を実施するとともに、子宮頸が
ん検診・乳がん検診の初年度対象者にクーポン券を配布する。また、精密検査未受診者に対
する受診再勧奨にも取り組む。

31年度予算（案）：16億円
（30年度予算額：16億円）
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ソーシャルマーケティングを活用した受診勧奨

【取組内容】
・ 国立がん研究センターで開発したソーシャルマーケティングを活用した受診勧奨用の資材を用い、

2015年度より全国43都道府県194市町村で受診勧奨を実施。
【効果】
・ 北海道A市（大腸がん2.7倍）、群馬県B市（乳がん3.5倍）、北海道C市（乳がん2.8倍）、広島
県D市（子宮頸がん4.4倍）、群馬県E市（子宮頸がん3.2倍）大阪府F市（肺がん3.1倍）、茨城県
G市（胃がん2.4倍）などがん検診の受診率向上を達成。

（出典）国立がん研究センター保健社会学研究部

国立がん研究センター作成のリーフレット
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乳がん圧着はがき

（表面）

（裏面）

（出典）国立がん研究センター保健社会学研究部 3



 

健康増進に向けた取組            担当府省：厚生労働省 

第４次男女共同参画基本計画にお
ける記載箇所 

P56 第６分野 生涯を通じた女性の健康支援 
１ 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 

女性活躍加速のための
重点方針 2018 との関連 

通し番号 １、５ 
記載箇所 P２ Ⅰ 女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現 

１．生涯を通じた女性の健康支援の強化 
（１）女性の健康増進に向けた取組  
 ①子宮頸がん・乳がん等を含むがん検診の更なる普及 
 ②ライフステージに応じた健康保持の促進 

女性活躍加速のための
重点方針 2017 との関連 

通し番号 148、155 
記載箇所 P22 Ⅱ 女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現 

３．生涯を通じた女性の健康支援の強化 
（１）女性の健康増進に向けた取組  
 ①性差医療に関する調査研究  
 ③女性の健康維持の促進に向けた取組 

女性活躍加速のための
重点方針 2016 との関連 

通し番号 112 
記載箇所 P13 Ⅱ 女性の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現 

３．ライフイベントや性差に即した支援の強化 
（１）女性の健康、妊娠、出産、育児、介護の支援の推進 
 ① 

女性活躍加速のための
重点方針 2015 との関連 

通し番号 － 
記載箇所 － 
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